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ウ 教員サポート機能の発揮 

学校図書館法による明確な位置付けに基づき、従来児童生徒用中心であった資料収集に教員

用の指導資料等を加える。 

子供と向き合う時間の確保・授業の準備時間などのためにも、身近な情報資料拠点である学

校図書館を教材研究や授業準備の支援に有効に活用していけるようにする必要がある。 

(ｱ) 教員向けのレファレンスや、教材・資料の取り寄せサービスを実施する。 

(ｲ) 文部科学省や教育委員会・教育研究所などからの有効資料の収集や、教員作成の学習指導

案等の資料を収集、蓄積し、活用できるようにする。 

(ｳ) 地域の公共図書館や他校の学校図書館、教育センターとの資源共有システムを構築する。 

(ｴ) 各教員が学校図書館を活用した授業をするとき、司書教諭が必要な助言を与えることがで

きる体制を整備する。 

(ｵ) 学校図書館を活用した授業や読書活動に関する校内研修等を学校図書館担当者が主催する。 

エ 学校図書館を活用した子供の居場所づくり 

(ｱ) 司書教諭・学校司書・ボランティアなど、大人が昼休みや放課後に常駐する体制を整える。 

(ｲ) 児童生徒による図書委員会活動を活性化し、学校図書館運営に主体的に参画させる。 

(ｳ) 自由な読書のための、ゆったりとしたスペース・環境づくりを目指す。 

 

～学校図書館の活用高度化に向けた視点～ 

視点①：学校図書館が中心となり、学校における読書活動を多様に展開する。 

視点②：家庭や地域における読書活動推進の核として、学校図書館を活用する。 

視点③：「学び方を学ぶ場」としての学校図書館の整備を進める。 

視点④：学校図書館の教員サポート機能を充実させる。 

視点⑤：「いつでも開いている図書館、必ず誰かいる図書館」を実現し、「心の居

場所」となる学校図書館づくりを進める。 

視点⑥：放課後の学校図書館を地域の子供たち等に開放する。 

 

  ③  幼稚園等における読書活動の推進 

幼稚園等においては、幼稚園教育要領及び保育所保育指針、幼保連携型認定こども園教育・保

育要領を踏まえて、子供が絵本や物語等に親しむ活動を積極的に行うとともに、家庭と連携した

取組によって、保護者等に対し、読書活動、読み聞かせなどの大切さや意義を普及させ、民間団

体との連携、読書を通じた小・中学生との異年齢交流を進めるなど、子供たちの多様な本との出

会いを工夫することが大切である。 

（例）・民間団体との連携や異年齢間交流による、絵本の読み聞かせ、お話し会、紙芝居や人形

劇などの実施 

・絵本コーナーの活用による、幼児・保護者への絵本の貸出し 

・読み聞かせの技術や、幼児が絵本に積極的に親しめる環境づくりの工夫 

 

＜参考（引用）文献＞ 

・「学校図書館の整備充実について」 平成28年11月 文部科学省初等中等教育局 

・別添「学校図書館ガイドライン」 平成28年12月 文部科学省初等中等教育局 

・「令和２年度『学校図書館の現状に関する調査』結果について」 令和３年７月 文部科学省 

・「徳島県子どもの読書活動推進計画〔第五次推進計画〕」 令和６年10月 徳島県教育委員会 
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2200  キキャャリリアア教教育育 

  ((11))  キキャャリリアア教教育育のの意意義義   

  ①①  キキャャリリアア教教育育のの必必要要性性  

児童生徒が育つ社会環境の変化

に加え、産業・経済の構造的変化や

雇用の多様化・流動化等は、児童生

徒自らの将来の捉え方にも大きな

変化をもたらしている。児童生徒が

希望をもって、自立的に自分の未来

を切り拓いて生きていくためには、

変化を恐れず、変化に対応していく

力と態度を育てることが不可欠で

ある。そのために、日常の教育活動

を通して、学ぶおもしろさ、学びへ

の挑戦の意味を児童生徒に体得さ

せることが大切である。児童生徒

が、未知の知識や体験に関心をも

ち、仲間と協力して学ぶことの楽し

さを通して、未経験の体験に挑戦す

る勇気とその価値を体得すること

で、生涯にわたって学ぶ意欲をもち

続ける基盤をつくることができる。 

また、体験活動は、他者の存在の

意義を認識し、社会への関心を高め

たり、社会との関係を学んだりする

機会となり、将来の社会人としての

基盤づくりともなる。さらに、学校

の努力だけでなく、児童生徒に関わ

る家庭・地域が学校と連携して、同じ目標に向かう協力体制を築くことが不可欠である。 

今、児童生徒が「生きる力」を身に付け、社会の激しい変化に流されることなく、それぞれ

が直面するであろう様々な課題に柔軟にかつたくましく対応し、社会人として自立していくこ

とができるようにする教育が強く求められている。 

  ②②  キキャャリリアア教教育育のの定定義義  

   ア キャリア教育とは 

一人一人の社会的・職業的自立に向け、必要な基盤となる能力や態度を育てることを通して、

キャリア教育を促す教育。 

〔「今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方について」（答申）平成23年１月31日 中央教育審議会〕

   イ キャリアとは 

人は、他者や社会とのかかわりの中で、職業人、家庭人、地域社会の一員等、様々な役割を

担いながら生きている。これらの役割は、生涯という時間的な流れの中で変化しつつ積み重な

り、つながっていくものである。また、このような役割の中には、所属する集団や組織から与

えられたものや日常生活の中で特に意識せず習慣的に行っているものもあるが、人はこれらを

含めた様々な役割の関係や価値を自ら判断し、取捨選択や創造を重ねながら取り組んでいる。 

人はこのような自分の役割を果たして活動すること、つまり「働くこと」を通して、人や社

会にかかわることになり、そのかかわり方の違いが「自分らしい生き方」となっていくもので

ある。 

（出典：「高等学校キャリア教育の手引き」平成 23年 11月 文部科学省） 
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このように、人が、生涯の中で様々な役割を果たす過程で、自らの役割の価値や自分と役割

との関係を見いだしていく連なりや積み重ねが、「キャリア」の意味するところである。 

〔「今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方について」（答申）平成23年１月31日 中央教育審議会〕

   ウ キャリア発達とは 

社会の中で自分の役割を果たしながら、自分らしい生き方を実現していく過程を「キャリア

発達」という。 

〔「今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方について」（答申）平成23年１月31日 中央教育審議会〕

  ③③  キキャャリリアア教教育育でで育育成成すすべべきき力力  －－「「基基礎礎的的・・汎汎用用的的能能力力」」－－  

基礎的・汎用的能力の内容  

「仕事に就くこと」に焦点を当て、実際の行動として表れるという観点から、「人間関係形成・

社会形成能力」、「自己理解・自己管理能力」、「課題対応能力」、「キャリアプランニング能

力」の四つの能力に整理された。 

これらの能力は、包括的な能力概念であり、必要な要素をできる限り分かりやすく提示すると

いう観点でまとめたものである。この四つの能力は、それぞれが独立したものではなく、相互に

関連・依存した関係にある。このため、特に順序があるものではなく、また、これらの能力を全

ての者が同じ程度あるいは均一に身に付けることを求めるものではない。各学校においては、こ

の四つの能力を参考にしつつ、それぞれの課題を踏まえて具体の能力を設定し、工夫された教育

を通じて達成することが望まれる。その際、初等中等教育の学校では、学習指導要領を踏まえて

育成されるべきである。 

【人間関係形成・社会形成能力】(かかわる力) 

  多様な他者の考えや立場を理解し、相手の意見を聴いて自分の考えを正確に伝えること

ができるとともに、自分の置かれている状況を受け止め、役割を果たしつつ他者と協力・

協働して社会に参画し、今後の社会を積極的に形成することができる力である。 

  この能力は社会とのかかわりの中で生活し仕事をしていく上で、基礎となる能力である。

特に、価値の多様化が進む現代社会においては、性別、年齢、個性、価値観等の多様な人

材が活躍しており、様々な他者を認めつつ協働していく力が必要である。また、変化の激

しい今日においては、既存の社会に参画し、適応しつつ、必要であれば自ら新たな社会を

創造・構築していくことが必要である。さらに、人や社会とのかかわりは、自分に必要な

知識や技能、能力、態度を気付かせてくれるものでもあり、自らを育成する上でも影響を

与えるものである。 

  具体的な要素としては、例えば、他者の個性を理解する力、他者に働きかける力、コミュ

ニケーション・スキル、チームワーク、リーダーシップ等が挙げられる。 

【自己理解・自己管理能力】（みつめる力） 

  自分が「できること」「意義を感じること」「したいこと」について、社会との相互関

係を保ちつつ、今後の自分自身の可能性を含めた肯定的な理解に基づき、主体的に行動す

ると同時に、自らの思考や感情を律し、かつ、今後の成長のために進んで学ぼうとする力

である。 

  この能力は、子供や若者の自信や自己肯定感の低さが指摘される中、「やればできる」

と考えて行動できる力である。また、変化の激しい社会にあって多様な他者との協力や協

働が求められている中では、自らの思考や感情を律する力や自らを研鑽する力がますます

重要である。これらは、キャリア形成や人間関係形成における基盤となるものであり、と

りわけ自己理解能力は、生涯にわたり多様なキャリアを形成する過程で常に深めていく必

要がある。具体的な要素としては、例えば、自己の役割の理解、前向きに考える力、自己

の動機付け、忍耐力、ストレスマネジメント、主体的行動等が挙げられる。 
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【課題対応能力】（すすむ力） 

  仕事をする上での様々な課題を発見・分析し、適切な計画を立ててその課題を処理し、

解決することができる力である。 

  この能力は、自らが行うべきことに意欲的に取り組む上で必要なものである。また、知

識基盤社会の到来やグローバル化等を踏まえ、従来の考え方や方法にとらわれずに物事を

前に進めていくために必要な力である。さらに、社会の情報化に伴い、情報及び情報手段

を主体的に選択し活用する力を身に付けることも重要である。 

  具体的な要素としては、情報の理解・選択・処理等、本質の理解、原因の追究、課題発

見、計画立案、実行力、評価・改善等が挙げられる。 

【キャリアプランニング能力】（えがく力） 

  「働くこと」の意義を理解し、自らが果たすべき様々な立場や役割との関連を踏まえて

「働くこと」を位置付け、多様な生き方に関する様々な情報を適切に取捨選択・活用しな

がら、自ら主体的に判断してキャリアを形成していく力である。 

  この能力は、社会人・職業人として生活していくために生涯にわたって必要となる能力

である。 

  具体的な要素としては、例えば、学ぶこと・働くことの意義や役割の理解、多様性の理

解、将来設計、選択、行動と改善等が挙げられる。 

〔「今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方について」（答申）平成23年１月31日 中央教育審議会〕 

 

 ((22))  児児童童生生徒徒ののキキャャリリアア発発達達 

人間の成長・発達の過程には、いくつか

の段階（節目）と各段階で取り組まなけれ

ばならない発達課題があるが、これをキャ

リア発達の視点から見れば、学校段階別に

次の表のように考えられる。また、こうし

た発達には、自己理解、進路への関心・意

欲、勤労観・職業観、職業や進路先につい

ての知識や情報、進路選択や意思決定能

力、職業生活に係る習慣や行動様式及び必

要な技術・技能などといった様々な側面が

含まれる。 

 

 ((33))  キキャャリリアア教教育育のの推推進進 

   ①①  校校内内組組織織のの整整備備  

    キャリア教育は、特定の活動や指導方法に限定されず、様々な教育活動を通して実践されるも

のである。キャリア教育を通じて育成すべき「基礎的・汎用的能力」を具体的に示すとともに、

これらの能力をどのようなまとまりで、どの程度身に付けさせるのか、学校や地域の特色、児童

生徒の発達段階によって異なる。 

    各学校が目標及び育成したい能力や態度、教育内容・方法などについて決定していかなければ

ならない。さらに、家庭、地域、各種団体、また、教育委員会など学校関係者、あるいは外部の

人材による支援が欠かせない。 

＜学校におけるキャリア教育推進の手順例（小学校）＞ 

（１）キャリア教育の視点を踏まえ、育てたい児童像を明確にする 

（２）学校の教育目標、教育方針等にキャリア教育を位置付ける 

（３）キャリア教育推進委員会（仮称）を設置する 
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このように、人が、生涯の中で様々な役割を果たす過程で、自らの役割の価値や自分と役割

との関係を見いだしていく連なりや積み重ねが、「キャリア」の意味するところである。 

〔「今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方について」（答申）平成23年１月31日 中央教育審議会〕

   ウ キャリア発達とは 

社会の中で自分の役割を果たしながら、自分らしい生き方を実現していく過程を「キャリア

発達」という。 

〔「今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方について」（答申）平成23年１月31日 中央教育審議会〕

  ③③  キキャャリリアア教教育育でで育育成成すすべべきき力力  －－「「基基礎礎的的・・汎汎用用的的能能力力」」－－  

基礎的・汎用的能力の内容  

「仕事に就くこと」に焦点を当て、実際の行動として表れるという観点から、「人間関係形成・

社会形成能力」、「自己理解・自己管理能力」、「課題対応能力」、「キャリアプランニング能

力」の四つの能力に整理された。 

これらの能力は、包括的な能力概念であり、必要な要素をできる限り分かりやすく提示すると

いう観点でまとめたものである。この四つの能力は、それぞれが独立したものではなく、相互に

関連・依存した関係にある。このため、特に順序があるものではなく、また、これらの能力を全

ての者が同じ程度あるいは均一に身に付けることを求めるものではない。各学校においては、こ

の四つの能力を参考にしつつ、それぞれの課題を踏まえて具体の能力を設定し、工夫された教育

を通じて達成することが望まれる。その際、初等中等教育の学校では、学習指導要領を踏まえて

育成されるべきである。 

【人間関係形成・社会形成能力】(かかわる力) 

  多様な他者の考えや立場を理解し、相手の意見を聴いて自分の考えを正確に伝えること

ができるとともに、自分の置かれている状況を受け止め、役割を果たしつつ他者と協力・

協働して社会に参画し、今後の社会を積極的に形成することができる力である。 

  この能力は社会とのかかわりの中で生活し仕事をしていく上で、基礎となる能力である。

特に、価値の多様化が進む現代社会においては、性別、年齢、個性、価値観等の多様な人

材が活躍しており、様々な他者を認めつつ協働していく力が必要である。また、変化の激

しい今日においては、既存の社会に参画し、適応しつつ、必要であれば自ら新たな社会を

創造・構築していくことが必要である。さらに、人や社会とのかかわりは、自分に必要な

知識や技能、能力、態度を気付かせてくれるものでもあり、自らを育成する上でも影響を

与えるものである。 

  具体的な要素としては、例えば、他者の個性を理解する力、他者に働きかける力、コミュ

ニケーション・スキル、チームワーク、リーダーシップ等が挙げられる。 

【自己理解・自己管理能力】（みつめる力） 

  自分が「できること」「意義を感じること」「したいこと」について、社会との相互関

係を保ちつつ、今後の自分自身の可能性を含めた肯定的な理解に基づき、主体的に行動す

ると同時に、自らの思考や感情を律し、かつ、今後の成長のために進んで学ぼうとする力

である。 

  この能力は、子供や若者の自信や自己肯定感の低さが指摘される中、「やればできる」

と考えて行動できる力である。また、変化の激しい社会にあって多様な他者との協力や協

働が求められている中では、自らの思考や感情を律する力や自らを研鑽する力がますます

重要である。これらは、キャリア形成や人間関係形成における基盤となるものであり、と

りわけ自己理解能力は、生涯にわたり多様なキャリアを形成する過程で常に深めていく必

要がある。具体的な要素としては、例えば、自己の役割の理解、前向きに考える力、自己

の動機付け、忍耐力、ストレスマネジメント、主体的行動等が挙げられる。 
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【課題対応能力】（すすむ力） 

  仕事をする上での様々な課題を発見・分析し、適切な計画を立ててその課題を処理し、

解決することができる力である。 

  この能力は、自らが行うべきことに意欲的に取り組む上で必要なものである。また、知

識基盤社会の到来やグローバル化等を踏まえ、従来の考え方や方法にとらわれずに物事を

前に進めていくために必要な力である。さらに、社会の情報化に伴い、情報及び情報手段

を主体的に選択し活用する力を身に付けることも重要である。 

  具体的な要素としては、情報の理解・選択・処理等、本質の理解、原因の追究、課題発

見、計画立案、実行力、評価・改善等が挙げられる。 

【キャリアプランニング能力】（えがく力） 

  「働くこと」の意義を理解し、自らが果たすべき様々な立場や役割との関連を踏まえて

「働くこと」を位置付け、多様な生き方に関する様々な情報を適切に取捨選択・活用しな

がら、自ら主体的に判断してキャリアを形成していく力である。 

  この能力は、社会人・職業人として生活していくために生涯にわたって必要となる能力

である。 

  具体的な要素としては、例えば、学ぶこと・働くことの意義や役割の理解、多様性の理

解、将来設計、選択、行動と改善等が挙げられる。 

〔「今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方について」（答申）平成23年１月31日 中央教育審議会〕 

 

 ((22))  児児童童生生徒徒ののキキャャリリアア発発達達 

人間の成長・発達の過程には、いくつか

の段階（節目）と各段階で取り組まなけれ

ばならない発達課題があるが、これをキャ

リア発達の視点から見れば、学校段階別に

次の表のように考えられる。また、こうし

た発達には、自己理解、進路への関心・意

欲、勤労観・職業観、職業や進路先につい

ての知識や情報、進路選択や意思決定能

力、職業生活に係る習慣や行動様式及び必

要な技術・技能などといった様々な側面が

含まれる。 

 

 ((33))  キキャャリリアア教教育育のの推推進進 

   ①①  校校内内組組織織のの整整備備  

    キャリア教育は、特定の活動や指導方法に限定されず、様々な教育活動を通して実践されるも

のである。キャリア教育を通じて育成すべき「基礎的・汎用的能力」を具体的に示すとともに、

これらの能力をどのようなまとまりで、どの程度身に付けさせるのか、学校や地域の特色、児童

生徒の発達段階によって異なる。 

    各学校が目標及び育成したい能力や態度、教育内容・方法などについて決定していかなければ

ならない。さらに、家庭、地域、各種団体、また、教育委員会など学校関係者、あるいは外部の

人材による支援が欠かせない。 

＜学校におけるキャリア教育推進の手順例（小学校）＞ 

（１）キャリア教育の視点を踏まえ、育てたい児童像を明確にする 

（２）学校の教育目標、教育方針等にキャリア教育を位置付ける 

（３）キャリア教育推進委員会（仮称）を設置する 
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（４）教職員のキャリア教育についての共通理解を図る（校内研修） 

（５）キャリア教育の視点で教育課程を見直し、改善する 

（６）キャリア教育を実践する 

（７）家庭、地域に対しキャリア教育に関する啓発を図る 

（８）キャリア教育の評価を行い、その改善を図る 

         （出典：「小学校キャリア教育の手引き」 令和４年３月 文部科学省） 

    ②②  校校内内推推進進体体制制のの整整備備  

キャリア教育は、学校の全教育活動を通して取り組んでこそ、そのねらいを達成することがで

きる。各学校では、校長の方針に基づき、キャリア教育のねらいが達成できるように、全教職員

が協力していくことが大切であり、しっかりとした校内の推進体制を整える必要がある。校内推

進体制の整備に当たっては、全教職員がキャリア教育の目標を共有しながら、適切に役割を分担

していかなければならない。また、校内のみでなく、保護者や地域の人々も視野に入れておくこ

とが求められている。 

＜キャリア教育の実践を支える校内分担例＞ 

 ○教頭    運営体制の整備 校外の支援者 支援団体との渉外 

 ○教務主任  各種計画の作成と評価 時間割の調整 

 ○研修担当  キャリア教育にかかわる研修の企画・運営 

 ○学年主任  学年内の連絡・調整 研修 相談 

 ○図書館担当 必要な図書の整備 生徒の図書館活用支援 

 ○機器担当  情報機器等の整備及び配当 

 ○安全担当  学習活動時の安全確保 

 ○養護教諭  学習活動時の健康管理 健康教育にかかわること 

 ○事務担当  予算の管理及び執行 

   （出典：「中学校・高等学校キャリア教育の手引き」令和５年３月 文部科学省）

  ③③  校校内内研研修修のの充充実実  

キャリア教育の正しい理解や教職員の資質・能力の向上を図るためには、今までの校内研修の

在り方や内容を再検討していく必要がある。研修のねらいや内容は、各学校がその実態に応じて

適切に定めるべきものである。そのために研修を通して教職員は、学校において定めるキャリア

教育の目標、育成したい資質・能力、キャリア教育の教育課程における位置付け、各教科等との

関連、全体計画・年間指導計画・単元計画の作成、評価などについての認識を深めておかなけれ

ばならない。 

  ④④  全全体体計計画画のの作作成成  

ア 全体計画の基本的な考え方  

児童生徒や地域の実態に応じて学校ごとに焦点化・重点化して、全体計画に盛り込むべき 

項目の例を次に示す。 

① 必須の要件として記すべき事柄 

 ・各学校において定める目標     ・教育内容と方法 

 ・育成すべき資質・能力       ・各教科・科目等との関連 

② 基本的な内容や方針等を概括的に示す事柄 

 ・学習活動  ・指導体制  ・学習の評価 

③ その他、各学校が全体計画を示す上で必要と考える事柄 

 ・教育目標     ・年度の重点     ・地域の実態     ・学校の実態 

 ・児童生徒の実態  ・保護者の願い      ・地域の願い    ・教職員の願い 

 ・地域との連携   ・異校種との連携 
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イ 各学校が定めるキャリア教育の目標 

学校が使命としてもつ全体的な教育目標を踏まえつつ、児童生徒におけるキャリア教育発

達上の課題、育成すべき能力や態度の明確な把握とその焦点化・重点化に基づいて、キャリア

教育の目標を設定する必要がある。目標を設定する際に留意すべきことには、次のような点が

考えられる。 

① 日常の生活ぶりや学習の特徴、人間関係形成の様子、集団活動における活動ぶり、勤労

生産的な活動に対する意識や意欲などを分析するとともに、児童と保護者へのアンケートを

実施するなどして、学年ごとの児童の実態を把握し、育成すべき資質・能力について検討

する。 

② 学校運営協議会委員などの意見を聞いたり、児童の生活している地域の方の話を聞いた

りしながら、学校の課題及び学校教育に対する地域の思いや願いを把握する。 

③ 近隣の小学校（通学する中学校区が明確な地域は学区内の小学校）の実態を調べ、児童

の実態に即して育成すべき資質・能力について検討する。 

④ 近隣の中学校におけるキャリア教育の目標（特に中学１年生の目標）を確認するととも

に、キャリア発達の目標を参考にして、小学６年生における到達目標を設定する。 

⑤ 各学年の児童の実態に基づいて、各学年、または学年団（低学年・中学年・高学年）に

おける目標を設定する。 

   ウ 身に付けさせたい資質・能力の設定 

育成したい能力や態度の設定に当たって

は、それぞれの学校・地域等の実情や、各校

の児童生徒の実態を踏まえ、学校ごとに育成

しようとする能力や態度の目標を定めるこ

とが重要である。基礎的・汎用的能力の四つ

の能力（「人間関係形成・社会形成能力」「自

己理解・自己管理能力」「課題対応能力」「キャ

リアプラニング能力」）は、包括的な能力概

念であり、それぞれ独立したものでなく、相

互に関連・依存した関係にある。これらの能

力をどのようなまとまりで、どの程度身に付

けさせるかは、学校や地域の特色などによっ

て異なる。この四つの能力を参考にしつつ、

それぞれの課題を踏まえて、具体的な能力を目標として設定することが重要である。そのため

には基礎的・汎用的能力の実態を調査し、その結果を基に、それぞれの学校で育成すべき能力

や態度を重点化していく必要がある。 

   エ 教育課程における位置付け 

平成29年３月公示の小・中学校学習指導要領では、「児童[生徒]が、学ぶことと自己の将来

とのつながりを見通しながら、社会的・職業的自立に向けて必要な基盤となる資質・能力を身

に付けていくことができるよう、特別活動を要としつつ各教科等の特質に応じて、キャリア教

育の充実を図ること」が示された。各学校においては、活動相互の関連性や系統性に留意する

とともに、発達段階に応じた創意工夫あるキャリア教育の展開が必要である。 

キャリア教育の計画を立案する際には、どのような場や機会においてキャリア教育に関わ

る内容を取り上げるのか、教育課程上の位置付けを明確にする必要がある。 

さらに、地域の状況、児童生徒の実態を踏まえ、組織的・系統的なキャリア教育が実施でき

るよう、教育課程を見直し、改善、充実していくことが求められる。その際、各教科等の指導

に当たっては、それぞれの目標や内容と、将来の職業や生活との関連や見通しを与えるなど、

学ぶことや働くこと、生きることの尊さを実感させ、学ぶ意欲を高めることを重視する必要が

ある。 

（出典：「小学校キャリア教育の手引き」令和４年３月 文部科学省） 
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（４）教職員のキャリア教育についての共通理解を図る（校内研修） 

（５）キャリア教育の視点で教育課程を見直し、改善する 

（６）キャリア教育を実践する 

（７）家庭、地域に対しキャリア教育に関する啓発を図る 

（８）キャリア教育の評価を行い、その改善を図る 

         （出典：「小学校キャリア教育の手引き」 令和４年３月 文部科学省） 

    ②②  校校内内推推進進体体制制のの整整備備  

キャリア教育は、学校の全教育活動を通して取り組んでこそ、そのねらいを達成することがで

きる。各学校では、校長の方針に基づき、キャリア教育のねらいが達成できるように、全教職員

が協力していくことが大切であり、しっかりとした校内の推進体制を整える必要がある。校内推

進体制の整備に当たっては、全教職員がキャリア教育の目標を共有しながら、適切に役割を分担

していかなければならない。また、校内のみでなく、保護者や地域の人々も視野に入れておくこ

とが求められている。 

＜キャリア教育の実践を支える校内分担例＞ 

 ○教頭    運営体制の整備 校外の支援者 支援団体との渉外 

 ○教務主任  各種計画の作成と評価 時間割の調整 

 ○研修担当  キャリア教育にかかわる研修の企画・運営 

 ○学年主任  学年内の連絡・調整 研修 相談 

 ○図書館担当 必要な図書の整備 生徒の図書館活用支援 

 ○機器担当  情報機器等の整備及び配当 

 ○安全担当  学習活動時の安全確保 

 ○養護教諭  学習活動時の健康管理 健康教育にかかわること 

 ○事務担当  予算の管理及び執行 

   （出典：「中学校・高等学校キャリア教育の手引き」令和５年３月 文部科学省）

  ③③  校校内内研研修修のの充充実実  

キャリア教育の正しい理解や教職員の資質・能力の向上を図るためには、今までの校内研修の

在り方や内容を再検討していく必要がある。研修のねらいや内容は、各学校がその実態に応じて

適切に定めるべきものである。そのために研修を通して教職員は、学校において定めるキャリア

教育の目標、育成したい資質・能力、キャリア教育の教育課程における位置付け、各教科等との

関連、全体計画・年間指導計画・単元計画の作成、評価などについての認識を深めておかなけれ

ばならない。 

  ④④  全全体体計計画画のの作作成成  

ア 全体計画の基本的な考え方  

児童生徒や地域の実態に応じて学校ごとに焦点化・重点化して、全体計画に盛り込むべき 

項目の例を次に示す。 

① 必須の要件として記すべき事柄 

 ・各学校において定める目標     ・教育内容と方法 

 ・育成すべき資質・能力       ・各教科・科目等との関連 

② 基本的な内容や方針等を概括的に示す事柄 

 ・学習活動  ・指導体制  ・学習の評価 

③ その他、各学校が全体計画を示す上で必要と考える事柄 

 ・教育目標     ・年度の重点     ・地域の実態     ・学校の実態 

 ・児童生徒の実態  ・保護者の願い      ・地域の願い    ・教職員の願い 

 ・地域との連携   ・異校種との連携 
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イ 各学校が定めるキャリア教育の目標 

学校が使命としてもつ全体的な教育目標を踏まえつつ、児童生徒におけるキャリア教育発

達上の課題、育成すべき能力や態度の明確な把握とその焦点化・重点化に基づいて、キャリア

教育の目標を設定する必要がある。目標を設定する際に留意すべきことには、次のような点が

考えられる。 

① 日常の生活ぶりや学習の特徴、人間関係形成の様子、集団活動における活動ぶり、勤労

生産的な活動に対する意識や意欲などを分析するとともに、児童と保護者へのアンケートを

実施するなどして、学年ごとの児童の実態を把握し、育成すべき資質・能力について検討

する。 

② 学校運営協議会委員などの意見を聞いたり、児童の生活している地域の方の話を聞いた

りしながら、学校の課題及び学校教育に対する地域の思いや願いを把握する。 

③ 近隣の小学校（通学する中学校区が明確な地域は学区内の小学校）の実態を調べ、児童

の実態に即して育成すべき資質・能力について検討する。 

④ 近隣の中学校におけるキャリア教育の目標（特に中学１年生の目標）を確認するととも

に、キャリア発達の目標を参考にして、小学６年生における到達目標を設定する。 

⑤ 各学年の児童の実態に基づいて、各学年、または学年団（低学年・中学年・高学年）に

おける目標を設定する。 

   ウ 身に付けさせたい資質・能力の設定 

育成したい能力や態度の設定に当たって

は、それぞれの学校・地域等の実情や、各校

の児童生徒の実態を踏まえ、学校ごとに育成

しようとする能力や態度の目標を定めるこ

とが重要である。基礎的・汎用的能力の四つ

の能力（「人間関係形成・社会形成能力」「自

己理解・自己管理能力」「課題対応能力」「キャ

リアプラニング能力」）は、包括的な能力概

念であり、それぞれ独立したものでなく、相

互に関連・依存した関係にある。これらの能

力をどのようなまとまりで、どの程度身に付

けさせるかは、学校や地域の特色などによっ

て異なる。この四つの能力を参考にしつつ、

それぞれの課題を踏まえて、具体的な能力を目標として設定することが重要である。そのため

には基礎的・汎用的能力の実態を調査し、その結果を基に、それぞれの学校で育成すべき能力

や態度を重点化していく必要がある。 

   エ 教育課程における位置付け 

平成29年３月公示の小・中学校学習指導要領では、「児童[生徒]が、学ぶことと自己の将来

とのつながりを見通しながら、社会的・職業的自立に向けて必要な基盤となる資質・能力を身

に付けていくことができるよう、特別活動を要としつつ各教科等の特質に応じて、キャリア教

育の充実を図ること」が示された。各学校においては、活動相互の関連性や系統性に留意する

とともに、発達段階に応じた創意工夫あるキャリア教育の展開が必要である。 

キャリア教育の計画を立案する際には、どのような場や機会においてキャリア教育に関わ

る内容を取り上げるのか、教育課程上の位置付けを明確にする必要がある。 

さらに、地域の状況、児童生徒の実態を踏まえ、組織的・系統的なキャリア教育が実施でき

るよう、教育課程を見直し、改善、充実していくことが求められる。その際、各教科等の指導

に当たっては、それぞれの目標や内容と、将来の職業や生活との関連や見通しを与えるなど、

学ぶことや働くこと、生きることの尊さを実感させ、学ぶ意欲を高めることを重視する必要が

ある。 

（出典：「小学校キャリア教育の手引き」令和４年３月 文部科学省） 
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  ⑤⑤  年年間間指指導導計計画画のの作作成成  

ア 年間指導計画の基本的な考え方 

各学年における年間指導計画は、各発達の段階における能力や到達目標を具体的に設定す

る等、全体計画を具現化するものである。年間指導計画の手順を次に示す。 

① 各学校の児童生徒の学年等に応じた資質・能力の目標を決定する。 

② キャリア教育の全体計画で設定した各資質・能力の目標に基づき、各校の年間行事予定、

学年別の年間指導計画に記載する内容を検討する。 

③ 各教科・科目等、学年・学科、学級・ホームルームの取組を相互に関連付け、有機的に

指導計画を作成する。 

④ 各資質・能力の到達目標に応じた評価の視点を設定し、明確にする。 

イ 年間指導計画作成の留意点 

年間指導計画の作成に当たっては、各学校における児童生徒の実態や発達の段階に応じた

目標や内容となるよう検討する必要がある。留意点を次に示す。 

○ 各校の児童生徒の実態や発達の段階に応じた目標設定、計画、内容にする。 

○ 各教科・科目等、学年・学科、学級・ホームルームの取組等、それぞれのねらいや内容

を踏まえて関連づけを図る。 

○ 児童生徒のキャリア発達を支援するような具体的な計画を体系的に作成する。 

○ 各教科・科目等の学習指導要領との関連を図る。 

○ 評価の視点等を考慮し、評価の方法も検討する。 

○ 家庭や地域、学校間の連携を考慮する。 

ウ 年間指導計画作成の効果 

○ 学年別年間計画を作成することで、発達の段階に応じて学年を通したキャリア発達を支

援できる。 

○ 発達の段階や学年に応じた身に付けさせたい能力や態度の到達目標が明確になる。 

○ 年間の学年における活動がどのような能力や態度の育成を図ろうとするものか明確に

なる｡ 

○ 各教科、道徳科、外国語活動（小）、総合的な学習（探究）の時間、特別活動及び学級

や学年の取組などがどのように関連付けられているか明確になる｡  

  

  ((44))  連連携携のの在在りり方方 

  ①①  連連携携のの基基本本的的なな考考ええ方方    

中央教育審議会答申（平成28年）には社会とのつながりや、各学校の特色づくりに向けた課題

を以下のようにしている。 

また、学校教育に「外の風」、すなわち、変化する社会の動きを取り込み、世の中と結び付い

た授業等を通じて、生徒たちがこれからの人生を前向きに考えていけるようにすることや、発

達の段階に応じて積み重ねていく学びの中で、地域や社会と関わり、様々な職業に出会い、社

会的・職業的自立に向けた学びを積み重ねていくことが、これからの学びの鍵となる。 

連携授業が教科横断型で持続可能なものになっている学校は、「なぜ連携・協働が必要なのか」

を学校内外の関係者が答えられるようになっている。今日の厳しい社会の中でも、活力ある地

域の構築に奮闘する人との出会いの重要性を掲げている学校がある。「このような仕事があるん

だな、このような役割があるんだな、このようなすごい人がいる地域なんだ」「この人がこのよ

うに精力を傾けるだけの価値ある地域なんだ」と発見させたいと、家庭や地域社会との連携及

び協働を進めている。「商工会議所キャリア教育活動白書」（日本商工会議所、2019年）では、

学校と企業のすれ違いが明らかになっている。よく学校からは「受け入れ先の開拓や連絡が難

しい」と聞くが、この白書では全国の商工会議のうち外部からキャリア教育活動の依頼があっ
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た際の意向について「依頼があれば是非協力したい（3.4%）」「依頼があれば可能な限り協力し

たい（72.4%）」となっている。この結果からは、互いに「難しいだろう」「迷惑だろう」と想像

するあまり、直接的なコンタクトに至っていないことも予測される。「教育に貢献したい」「学

校に関わってみたい」と考える企業や団体、地域住民の思いを知ること、そして学校の思いや

悩みを企業や団体、地域住民に知ってもらうことから「社会に開かれた教育課程」の編成は始

まる。 

しかし、学校は忙しく、時間の流れが企業や団体と異なることも事実である。一般的に児童

生徒が学校にいる間に外部と連絡をとったり、調整したりすることは簡単ではない。さらには、

メール等ＩＣＴの活用などにおいてもその環境差が大きいことは事実である。 

そのような中で、各地の学校には学校と地域住民や外部人材をつなぎたいとその役割を買っ

て出てくださる方がいる。地域によっては、地域教育コーディネーターや学校支援コーディネー

ターと呼ばれており、経済産業省の支援により一定の講座を受講し、資格をもつキャリア教育

コーディネーターも存在する。学習指導要領は、こういったコーディネーターと思いを共有し、

協働することが、これからの学校教育の業務改善や働き方改革の大きな助けになると示している。 
②②  家家庭庭・・保保護護者者ととのの連連携携  

家庭教育の在り方、働くことに対する保護者の考え方や態度は、児童生徒の人格形成や心身

の発達に大きな影響を及ぼすものである。また、キャリア教育は、生活基盤である地域や周囲

の大人、社会や産業などとの関わりなしには考えることはできない。児童生徒は、家庭や地域

での人間関係や生活体験を通して、社会性を身に付け、生き方の基礎を培っていくのである。 

キャリア教育について保護者の理解を得ることは非常に重要である。授業参観や保護者会、

学校便りなどを通して、学校のキャリア教育の方針や指導内容について理解を深めるよう工夫

するとともに、キャリア教育の支援者として共に活動する場を提供する必要がある。 

③③  地地域域やや働働くく人人ととのの連連携携  

地域は、本来、児童が同年齢、異年齢の人たちと、自由に遊び、活動できる場のはずである。

また、児童が地域の中で、多様な人間関係を体験することができる場でもある。「児童は地域

の宝」とも言われ、地域で児童を育てていこうという機運が高まりつつある中で、大人も含め、

生涯学習の観点からも、地域でキャリア教育を進めていくことが求められている。しかしなが

ら、児童にとって地域は、学校と家庭とを結ぶ単なる通学路の役割しか果たしていないとの指

摘もある。今後は、家庭・地域がそれぞれの役割を認識し、児童の家庭での生活、地域での活

動の在り方を考え、キャリア発達を育む連携システムを構築していく必要がある。 

④④  学学校校間間（（異異校校種種間間））連連携携   

小学校・中学校・高等学校におい

て、キャリア教育を理解し、進めて

いくためには、児童生徒のキャリア

発達を支援する観点に立って、各領域

の関連する諸活動を体系化し、計画

的 ・組織的に実施することができる

よう、各学校が連携を図りつつ、教

育課程の編成の在り方を見直して

いく必要がある。すなわち、児童生

徒のキャリア発達を促す資質・能力

を育成するため、それぞれの学校に

応じた適切な支援をしていくこと

が重要である。また、小学校・中学校・高等学校段階の12年間を見通した系統的な取組ととも

に、より具体的に、一人一人に対応した指導を可能とする取組が必要である。 

（出典：「中・高等学校キャリア教育の手引き」令和５年３月 文部科学省） 
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  ⑤⑤  年年間間指指導導計計画画のの作作成成  

ア 年間指導計画の基本的な考え方 

各学年における年間指導計画は、各発達の段階における能力や到達目標を具体的に設定す

る等、全体計画を具現化するものである。年間指導計画の手順を次に示す。 

① 各学校の児童生徒の学年等に応じた資質・能力の目標を決定する。 

② キャリア教育の全体計画で設定した各資質・能力の目標に基づき、各校の年間行事予定、

学年別の年間指導計画に記載する内容を検討する。 

③ 各教科・科目等、学年・学科、学級・ホームルームの取組を相互に関連付け、有機的に

指導計画を作成する。 

④ 各資質・能力の到達目標に応じた評価の視点を設定し、明確にする。 

イ 年間指導計画作成の留意点 

年間指導計画の作成に当たっては、各学校における児童生徒の実態や発達の段階に応じた

目標や内容となるよう検討する必要がある。留意点を次に示す。 

○ 各校の児童生徒の実態や発達の段階に応じた目標設定、計画、内容にする。 

○ 各教科・科目等、学年・学科、学級・ホームルームの取組等、それぞれのねらいや内容

を踏まえて関連づけを図る。 

○ 児童生徒のキャリア発達を支援するような具体的な計画を体系的に作成する。 

○ 各教科・科目等の学習指導要領との関連を図る。 

○ 評価の視点等を考慮し、評価の方法も検討する。 

○ 家庭や地域、学校間の連携を考慮する。 

ウ 年間指導計画作成の効果 

○ 学年別年間計画を作成することで、発達の段階に応じて学年を通したキャリア発達を支

援できる。 

○ 発達の段階や学年に応じた身に付けさせたい能力や態度の到達目標が明確になる。 

○ 年間の学年における活動がどのような能力や態度の育成を図ろうとするものか明確に

なる｡ 

○ 各教科、道徳科、外国語活動（小）、総合的な学習（探究）の時間、特別活動及び学級

や学年の取組などがどのように関連付けられているか明確になる｡  

  

  ((44))  連連携携のの在在りり方方 

  ①①  連連携携のの基基本本的的なな考考ええ方方    

中央教育審議会答申（平成28年）には社会とのつながりや、各学校の特色づくりに向けた課題

を以下のようにしている。 

また、学校教育に「外の風」、すなわち、変化する社会の動きを取り込み、世の中と結び付い

た授業等を通じて、生徒たちがこれからの人生を前向きに考えていけるようにすることや、発

達の段階に応じて積み重ねていく学びの中で、地域や社会と関わり、様々な職業に出会い、社

会的・職業的自立に向けた学びを積み重ねていくことが、これからの学びの鍵となる。 

連携授業が教科横断型で持続可能なものになっている学校は、「なぜ連携・協働が必要なのか」

を学校内外の関係者が答えられるようになっている。今日の厳しい社会の中でも、活力ある地

域の構築に奮闘する人との出会いの重要性を掲げている学校がある。「このような仕事があるん

だな、このような役割があるんだな、このようなすごい人がいる地域なんだ」「この人がこのよ

うに精力を傾けるだけの価値ある地域なんだ」と発見させたいと、家庭や地域社会との連携及

び協働を進めている。「商工会議所キャリア教育活動白書」（日本商工会議所、2019年）では、

学校と企業のすれ違いが明らかになっている。よく学校からは「受け入れ先の開拓や連絡が難

しい」と聞くが、この白書では全国の商工会議のうち外部からキャリア教育活動の依頼があっ
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た際の意向について「依頼があれば是非協力したい（3.4%）」「依頼があれば可能な限り協力し

たい（72.4%）」となっている。この結果からは、互いに「難しいだろう」「迷惑だろう」と想像

するあまり、直接的なコンタクトに至っていないことも予測される。「教育に貢献したい」「学

校に関わってみたい」と考える企業や団体、地域住民の思いを知ること、そして学校の思いや

悩みを企業や団体、地域住民に知ってもらうことから「社会に開かれた教育課程」の編成は始

まる。 

しかし、学校は忙しく、時間の流れが企業や団体と異なることも事実である。一般的に児童

生徒が学校にいる間に外部と連絡をとったり、調整したりすることは簡単ではない。さらには、

メール等ＩＣＴの活用などにおいてもその環境差が大きいことは事実である。 

そのような中で、各地の学校には学校と地域住民や外部人材をつなぎたいとその役割を買っ

て出てくださる方がいる。地域によっては、地域教育コーディネーターや学校支援コーディネー

ターと呼ばれており、経済産業省の支援により一定の講座を受講し、資格をもつキャリア教育

コーディネーターも存在する。学習指導要領は、こういったコーディネーターと思いを共有し、

協働することが、これからの学校教育の業務改善や働き方改革の大きな助けになると示している。 
②②  家家庭庭・・保保護護者者ととのの連連携携  

家庭教育の在り方、働くことに対する保護者の考え方や態度は、児童生徒の人格形成や心身

の発達に大きな影響を及ぼすものである。また、キャリア教育は、生活基盤である地域や周囲

の大人、社会や産業などとの関わりなしには考えることはできない。児童生徒は、家庭や地域

での人間関係や生活体験を通して、社会性を身に付け、生き方の基礎を培っていくのである。 

キャリア教育について保護者の理解を得ることは非常に重要である。授業参観や保護者会、

学校便りなどを通して、学校のキャリア教育の方針や指導内容について理解を深めるよう工夫

するとともに、キャリア教育の支援者として共に活動する場を提供する必要がある。 

③③  地地域域やや働働くく人人ととのの連連携携  

地域は、本来、児童が同年齢、異年齢の人たちと、自由に遊び、活動できる場のはずである。

また、児童が地域の中で、多様な人間関係を体験することができる場でもある。「児童は地域

の宝」とも言われ、地域で児童を育てていこうという機運が高まりつつある中で、大人も含め、

生涯学習の観点からも、地域でキャリア教育を進めていくことが求められている。しかしなが

ら、児童にとって地域は、学校と家庭とを結ぶ単なる通学路の役割しか果たしていないとの指

摘もある。今後は、家庭・地域がそれぞれの役割を認識し、児童の家庭での生活、地域での活

動の在り方を考え、キャリア発達を育む連携システムを構築していく必要がある。 

④④  学学校校間間（（異異校校種種間間））連連携携   

小学校・中学校・高等学校におい

て、キャリア教育を理解し、進めて

いくためには、児童生徒のキャリア

発達を支援する観点に立って、各領域

の関連する諸活動を体系化し、計画

的 ・組織的に実施することができる

よう、各学校が連携を図りつつ、教

育課程の編成の在り方を見直して

いく必要がある。すなわち、児童生

徒のキャリア発達を促す資質・能力

を育成するため、それぞれの学校に

応じた適切な支援をしていくこと

が重要である。また、小学校・中学校・高等学校段階の12年間を見通した系統的な取組ととも

に、より具体的に、一人一人に対応した指導を可能とする取組が必要である。 

（出典：「中・高等学校キャリア教育の手引き」令和５年３月 文部科学省） 
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  ((55))  適適切切なな評評価価 

    キャリア教育においても、各学校の目標及び育成する資質・能力、教育内容・方法等との関

係から、児童生徒にどのような力が身に付いたのかを明確にするためにも、適切な評価をする

ことが必要である。また、キャリア教育の評価は、各学校で適切に観点を定め、これに基づい

て児童生徒の学習をよりよく改善するために評価するものであることは確認しておく必要が

ある。さらには、キャリア教育に関する学習が、各教科・科目等の学習の目標をよりよく達成

し、主体的に学ぼうとする意欲の向上に結び付き、教科等の学習がキャリア教育に関する学習

の関心や意欲につながるという相互関係についても理解しておく必要がある。 

    キャリア教育の評価は、児童生徒の学習状況の把握とその改善、教師の学習指導の把握とそ

の改善、各学校の指導計画の把握とその改善という三つを、評価の目的とする。このことから、

キャリア教育の評価では、児童生徒の学習状況に関する評価、教師の学習指導に関する評価、

各学校の指導計画に関する評価という三つの評価を、その対象とする。 

    多様な評価の方法としては、児童生徒の発表や話合いの様子、学習や活動の状況などの観察

による評価が考えられる。児童生徒のレポート、ワークシート、ノート、作文、絵などの製作

物による評価、児童生徒の学習活動の過程や成果などの記録や作品を計画的に集積した「キャ

リア・パスポート」、評価カ－ドなどによる児童生徒の自己評価や相互評価を参考にすること

も考えられる。なお、これらの多様な評価は、適切に組み合わされて評価されることが考えら

れる。また、この際には、教師間や教師と児童生徒の間で共通に理解され共有されている観点

に基づいて評価することが大切である。 

    キャリア教育では児童生徒一人一人の興味・関心は個別なものであり、それぞれに独特であ

る。また、体験活動などにより見いだされ、設定される問題もまた個々の児童生徒によって異

なるものが多いものである。さらに、活動に要する時間も問題によって違い、そのための教材

も固有なものになることが多い。これらの児童生徒の姿は、その児童生徒が有している、その

児童生徒なりのよさや可能性を現しているものである。 

    したがって、キャリア教育における学習活動では、常に児童生徒の側に立ち、寄り添い、児

童生徒の気持ちや考えを尊重し、それを汲み取った学習指導を心掛けることが必要である。 

    具体的な教師の学習指導の評価の観点について例示する。 

基本的な評価の観点（例） 

 ① 目標の設定について 

  ・目標の設定は具体的で妥当であったか 

 ② 活動中の評価について 

  ・児童生徒は積極的に取り組んでいるか、理解はどうか 

  ・期待した変化や効果の兆しはあるか 

 ③ 児童生徒の変化の評価 

  ・活動中の児童生徒の態度の変化 

  ・目標の達成状況（実施中、および終了時） 

  ・特に顕著な児童生徒の資質・能力、課題など 

 

  ((66))  体体験験活活動動のの留留意意点点 

     「キャリア教育報告書」では、職場体験やインターンシップなどの体験活動には、「職業や仕事

の可能性や適性の理解、自己有用感の獲得、学ぶことの意義の理解と学習意欲の向上等、様々な教

育効果が期待される」と、その意義を述べている。 

    そして、実施に当たっては、体験活動が一過性の行事に終わってしまわないよう、事前・事後の指

導の重要性を指摘している。この事前・事後の指導の大切さに関わって、次の３点を強調したい。 
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① 体験活動は、ただ単に事前・事後の指導ばかりでなく、キャリア教育においてどのような

意義があるのか、そのねらいは何なのかなど、各学校が入学年次から計画的、継続的に取り

組むことが大切である。 

② 体験活動の事前指導では、特に、児童生徒がその意義やねらいを十分に理解し、自分なり

に目標をもって望むことができるように指導することが大切である。また、事後指導では、

特に、児童生徒が互いの体験を共有することができるようにすることや、それぞれが体験を

通して何を感じ、考えたかなどを振り返り、その内面化を図るよう、指導内容・方法を工夫

することが大切である。 

③ 各学校が、円滑かつ継続的に家庭や地域と連携して体験活動を実施するためには、体験活

動の実施当日ばかりでなく、事前・事後の指導等においては無論のこと、日頃の学習活動に

おいても保護者や地域の社会人・職業人を外部講師として招聘するなど、キャリア教育全般

にわたって家庭や地域との連携を図っておくことが大切である。 

  ○ 職場体験活動・インターンシップの実施 

   キャリア教育を推進するためには、小学校・中学校・高等学校における児童生徒の発達段階

に応じた系統的な体験活動として、職場体験、インターンシップなどは極めて有効である。職

場体験、インターンシップなどの体験活動が普及するようになった背景には、体験がもたら

す大きな教育効果に対する理解と認識が、学校関係者だけではなく家庭・保護者、地域、事業

所などの関係者に広がったこと、様々な施策や協力体制が地域に整備されてきたことなどが

考えられる。今後、更に推進していくためには、受入事業所等のメリットという面でも理解を

求め、相互の信頼関係を築いていくことが重要である。 

   また、内容の更なる充実を図るためには、事前指導において、生徒に職場体験、インターン

シップの意義をしっかりと理解させるとともに、職業調べなどと組み合わせたり、事後にま

とめの話合いや討論会、発表会などを計画したりするなど、周到な準備と計画を基に実施す

ることが大切である。 

   さらに、キャリア教育の視点から充実を図るためには、実施直前、直後の指導のみならず、入

学から卒業までも見据えて、学校教育全体における体験活動の位置付け、各教科、道徳科、外国

語活動（小）、総合的な学習（探究）の時間、特別活動などとの有機的な連携を図ったキャリア

教育のプログラムの作成等を考えていく必要がある。 

   中学校にあっては、５日間以上の職場体験の実施を全国的に推進しており、実施内容や実

施期間の拡充や地域との連携など、一層の充実が求められている。 

   今後、キャリア教育を効果的に進めるためにも、学校はキャリア教育の意義を家庭や地域

に幅広く発信するとともに、学校、家庭、地域、それぞれの場で児童生徒のキャリア発達が促

されるよう、社会全体でキャリア教育を進めていくことが重要である。 

   また、教育委員会や各学校がキャリア教育に取り組むに当たっては、厚生労働省や経済産

業省等関係府省との協力・連携の下で、これらの関係機関、例えば労働・福祉・経済産業等

の関係部局やハローワークなどの協力が得られることを理解しておくことも大切である。 

 
  ((77))  「「キキャャリリアア・・パパススポポーートト」」  

    ①①  「「キキャャリリアア・・パパススポポーートト」」のの必必要要性性  

    キャリア教育は、自らのキャリア形成のために必要な様々な汎用的能力を育てていくもので

あり、学校の教育活動全体を通して行うものである。そのために、小学校から高等学校までの

特別活動をはじめとしたキャリア教育に関わる活動について、学びのプロセスを記述し振り返

ることができるポートフォリオ的な教材（「キャリア・パスポート」）を作成し、活用すること

が効果的である。 



－ 165 －

- 164 - 
 

  ((55))  適適切切なな評評価価 

    キャリア教育においても、各学校の目標及び育成する資質・能力、教育内容・方法等との関

係から、児童生徒にどのような力が身に付いたのかを明確にするためにも、適切な評価をする

ことが必要である。また、キャリア教育の評価は、各学校で適切に観点を定め、これに基づい

て児童生徒の学習をよりよく改善するために評価するものであることは確認しておく必要が

ある。さらには、キャリア教育に関する学習が、各教科・科目等の学習の目標をよりよく達成

し、主体的に学ぼうとする意欲の向上に結び付き、教科等の学習がキャリア教育に関する学習

の関心や意欲につながるという相互関係についても理解しておく必要がある。 
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キャリア教育の評価では、児童生徒の学習状況に関する評価、教師の学習指導に関する評価、
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物による評価、児童生徒の学習活動の過程や成果などの記録や作品を計画的に集積した「キャ

リア・パスポート」、評価カ－ドなどによる児童生徒の自己評価や相互評価を参考にすること

も考えられる。なお、これらの多様な評価は、適切に組み合わされて評価されることが考えら

れる。また、この際には、教師間や教師と児童生徒の間で共通に理解され共有されている観点

に基づいて評価することが大切である。 

    キャリア教育では児童生徒一人一人の興味・関心は個別なものであり、それぞれに独特であ

る。また、体験活動などにより見いだされ、設定される問題もまた個々の児童生徒によって異

なるものが多いものである。さらに、活動に要する時間も問題によって違い、そのための教材

も固有なものになることが多い。これらの児童生徒の姿は、その児童生徒が有している、その

児童生徒なりのよさや可能性を現しているものである。 

    したがって、キャリア教育における学習活動では、常に児童生徒の側に立ち、寄り添い、児

童生徒の気持ちや考えを尊重し、それを汲み取った学習指導を心掛けることが必要である。 

    具体的な教師の学習指導の評価の観点について例示する。 

基本的な評価の観点（例） 

 ① 目標の設定について 

  ・目標の設定は具体的で妥当であったか 

 ② 活動中の評価について 

  ・児童生徒は積極的に取り組んでいるか、理解はどうか 

  ・期待した変化や効果の兆しはあるか 

 ③ 児童生徒の変化の評価 

  ・活動中の児童生徒の態度の変化 

  ・目標の達成状況（実施中、および終了時） 

  ・特に顕著な児童生徒の資質・能力、課題など 

 

  ((66))  体体験験活活動動のの留留意意点点 

     「キャリア教育報告書」では、職場体験やインターンシップなどの体験活動には、「職業や仕事

の可能性や適性の理解、自己有用感の獲得、学ぶことの意義の理解と学習意欲の向上等、様々な教

育効果が期待される」と、その意義を述べている。 

    そして、実施に当たっては、体験活動が一過性の行事に終わってしまわないよう、事前・事後の指

導の重要性を指摘している。この事前・事後の指導の大切さに関わって、次の３点を強調したい。 
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① 体験活動は、ただ単に事前・事後の指導ばかりでなく、キャリア教育においてどのような

意義があるのか、そのねらいは何なのかなど、各学校が入学年次から計画的、継続的に取り

組むことが大切である。 

② 体験活動の事前指導では、特に、児童生徒がその意義やねらいを十分に理解し、自分なり

に目標をもって望むことができるように指導することが大切である。また、事後指導では、

特に、児童生徒が互いの体験を共有することができるようにすることや、それぞれが体験を

通して何を感じ、考えたかなどを振り返り、その内面化を図るよう、指導内容・方法を工夫

することが大切である。 

③ 各学校が、円滑かつ継続的に家庭や地域と連携して体験活動を実施するためには、体験活

動の実施当日ばかりでなく、事前・事後の指導等においては無論のこと、日頃の学習活動に

おいても保護者や地域の社会人・職業人を外部講師として招聘するなど、キャリア教育全般

にわたって家庭や地域との連携を図っておくことが大切である。 

  ○ 職場体験活動・インターンシップの実施 

   キャリア教育を推進するためには、小学校・中学校・高等学校における児童生徒の発達段階

に応じた系統的な体験活動として、職場体験、インターンシップなどは極めて有効である。職

場体験、インターンシップなどの体験活動が普及するようになった背景には、体験がもたら

す大きな教育効果に対する理解と認識が、学校関係者だけではなく家庭・保護者、地域、事業

所などの関係者に広がったこと、様々な施策や協力体制が地域に整備されてきたことなどが

考えられる。今後、更に推進していくためには、受入事業所等のメリットという面でも理解を

求め、相互の信頼関係を築いていくことが重要である。 

   また、内容の更なる充実を図るためには、事前指導において、生徒に職場体験、インターン

シップの意義をしっかりと理解させるとともに、職業調べなどと組み合わせたり、事後にま

とめの話合いや討論会、発表会などを計画したりするなど、周到な準備と計画を基に実施す

ることが大切である。 

   さらに、キャリア教育の視点から充実を図るためには、実施直前、直後の指導のみならず、入

学から卒業までも見据えて、学校教育全体における体験活動の位置付け、各教科、道徳科、外国

語活動（小）、総合的な学習（探究）の時間、特別活動などとの有機的な連携を図ったキャリア

教育のプログラムの作成等を考えていく必要がある。 

   中学校にあっては、５日間以上の職場体験の実施を全国的に推進しており、実施内容や実

施期間の拡充や地域との連携など、一層の充実が求められている。 

   今後、キャリア教育を効果的に進めるためにも、学校はキャリア教育の意義を家庭や地域

に幅広く発信するとともに、学校、家庭、地域、それぞれの場で児童生徒のキャリア発達が促

されるよう、社会全体でキャリア教育を進めていくことが重要である。 

   また、教育委員会や各学校がキャリア教育に取り組むに当たっては、厚生労働省や経済産

業省等関係府省との協力・連携の下で、これらの関係機関、例えば労働・福祉・経済産業等

の関係部局やハローワークなどの協力が得られることを理解しておくことも大切である。 

 
  ((77))  「「キキャャリリアア・・パパススポポーートト」」  

    ①①  「「キキャャリリアア・・パパススポポーートト」」のの必必要要性性  

    キャリア教育は、自らのキャリア形成のために必要な様々な汎用的能力を育てていくもので

あり、学校の教育活動全体を通して行うものである。そのために、小学校から高等学校までの

特別活動をはじめとしたキャリア教育に関わる活動について、学びのプロセスを記述し振り返

ることができるポートフォリオ的な教材（「キャリア・パスポート」）を作成し、活用すること

が効果的である。 
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  「キャリア・パスポート」が特別活動を中心としつつ各教科等と往還しながら活用されること

で、学びを蓄積し、それを社会や将来につなぎ、必要に応じて振り返ることにより、主体的に学

びに向かう力を育て、自己のキャリア形成に生

かすことが可能となるとともに、特別活動や各

教科等における指導の改善にも寄与することが

期待されている。また、小・中・高等学校やその

後の進路も含め、学校段階を越えて活用できる

ようなものとなるよう工夫しつつ、各地域の実

情に合わせたカスタマイズや、各学校や学級に

おける創意工夫を生かした形での活用が可能な

ものとなるよう検討すべきとされている。 

②②  目目的的  

小学校、中学校、高等学校学習指導要領、及び特別支援学校学習指導要領に「キャリア・パス 

ポート」の活用については明記されている。例えば、中学校の場合は以下のとおりである。 

  （前略）生徒が学ぶことの意義を実感できる環境を整え、一人一人の資質・能力を伸ばせる

ようにしていくことは、教職員をはじめとする学校関係者はもとより、家庭や地域の人々も含

め、様々な立場から生徒や学校に関わる全ての大人に期待される役割である。幼児期の教育及

び小学校教育の基礎の上に、高等学校以降の教育や生涯にわたる学習とのつながりを見通しな

がら、生徒の学習の在り方を展望していくために広く活用されるものとなることを期待して、

ここに中学校学習指導要領を定める。        〔中学校学習指導要領 総則 前文〕 

 

 （前略）生徒が学習の見通しを立てたり学習したことを振り返ったりする活動を、計画的に

取り入れるように工夫すること。  〔中学校学習指導要領 第１章総則 第３の１の（４）〕 

 

 (２) ２の(３)の指導に当たっては、学校、家庭及び地域における学習や生活の見通しを立

て、学んだことを振り返りながら、新たな学習や生活への意欲につなげたり、将来の生き方を

考えたりする活動を行うこと。その際、生徒が活動を記録し蓄積する教材等を活用すること。 

〔中学校学習指導要領 第５章特別活動 第２〔学級活動〕 ３内容の取扱い〕 

などを踏まえて「キャリア・パスポート」の目的を以下のように整理する。 

① 小学校から高等学校を通じて、児童生徒にとっては、自らの学習状況やキャリア形成を見

通したり、振り返ったりして、自己評価を行うとともに、主体的に学びに向かう力を育み、

自己実現につなぐもの。 

② 教師にとっては、その記述をもとに対話的に関わることによって、児童生徒の成長を促し、

系統的な指導に資するもの。 

      ③③  定定義義    

     「キャリア・パスポート」とは、 

児童生徒が、小学校から高等学校までのキャリア教育に関わる諸活動について、特別活動の

学級活動及びホームルーム活動を中心として、各教科等と往還し、自らの学習状況やキャリア

形成を見通したり振り返ったりしながら、自身の変容や成長を自己評価できるよう工夫された

ポートフォリオのことである。 

なお、その記述や自己評価の指導にあたっては、教師が対話的に関わり、児童生徒一人一人

の目標修正などの改善を支援し、個性を伸ばす指導へとつなげながら、学校、家庭及び地域に

おける学びを自己のキャリア形成に生かそうとする態度を養うよう努めなければならない。 

〔「『キャリア・パスポート』の様式例と指導上の留意事項」平成 31年３月 文部科学省〕 

  

「振り返り」「見通し」の 

繰り返しが大切なんだ！ 

（出典：「キャリア・パスポートって何だろう？」 平成30年5月 
    文部科学省 国立教育政策研究所生徒指導・進路指導研究 
    センター） 
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④④  内内容容    

「キャリア・パスポート」の内容については、次のように示されている。 

  （前略）こうした教材については、小学校から高等学校卒業（特別支援学校を含む。以下

同じ。）まで、その後の進路も含め、国や都道府県教育委員会等が提供する各種資料等を活用

しつつ、各地域・各学校における実態に応じ、学校間で連携しながら、柔軟な工夫を行うこ

とが期待される。                   〔学習指導要領解説 特別活動編〕 

このように、都道府県教育委員会等、各地域・各学校で柔軟にカスタマイズされることを前提

とする。具体的には、次の内容とすることが考えられる。 

① 児童生徒自らが記録し、学期、学年、入学から卒業までの学習を見通し、振り返るとと

もに、将来への展望を図ることができるものとすること。 

② 学校生活全体及び家庭、地域における学びを含む内容とすること。 

③ 学年、校種を越えて持ち上がることができるものとすること。 

④ 大人（家族や教師、地域住民等）が対話的に関わることができるものとすること。 

⑤ 詳しい説明がなくても児童生徒が記述できるものとすること。 

⑥ 学級活動・ホームルーム活動で「キャリア・パスポート」を取り扱う場合には、その内

容及び実施時間数にふさわしいものとすること。 

⑦ カスタマイズする際には、保護者や地域などの多様な意見も参考にすること。 

⑧ 通常の学級に在籍する発達障がいを含む障がいのある児童生徒については、児童生徒の

障がいの状態や特性及び心身の発達の段階等に応じて指導すること。また、障がいのある

児童生徒の将来の進路については、幅の広い選択の可能性があることから、指導者が障が

い者雇用を含めた障がいのある人の就労について理解するとともに、必要に応じて、労働

部局や福祉部局と連携して取り組むこと。 

⑨ 特別支援学校においては、個別の教育支援計画や個別の指導計画等により「キャリア・パ

スポート」の目的に迫ることができると考えられる場合は、児童生徒の障がいの状態や特

性及び心身の発達の段階等に応じた取組や適切な内容とすること。 

⑤⑤  指指導導上上のの留留意意点点とと管管理理  

① キャリア教育は学校教育活動全体で取り組むことを前提に、「キャリア・パスポート」

やその基礎資料となるものの記録や蓄積が、学級活動・ホームルーム活動に偏らないよう

に留意すること。 

② 「キャリア・パスポート」は、学習活動であることを踏まえ、日常の活動記録やワーク

シートと同様に指導上の配慮を行うこと。 

③ 「キャリア・パスポート」を用いて、大人（家族や教師、地域住民等）が対話的に関わ

ること。 

④ 個人情報を含むことが想定されるため「キャリア・パスポート」の管理は、原則、学校

で行うものとすること。 

⑤ 学年、校種を越えて引き継ぎ指導に活用すること。 

⑥ 学年間の引き継ぎは、原則、教師間で行うこと。 

⑦ 校種間の引き継ぎは、原則、児童生徒を通じて行うこと。 

⑧ 装丁や表紙等についても、設置者において用意すること。その際には、一定の統一性が

保たれるよう工夫すること。  

   これはあくまでも学級・ホームルーム活動の内容（３）「一人一人のキャリア形成と自己実現」

で想定される大まかな活動の流れを例示したものである。なお、学習指導要領解説特別活動編を必

ず確認して指導に当たることとする。 
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  「キャリア・パスポート」が特別活動を中心としつつ各教科等と往還しながら活用されること

で、学びを蓄積し、それを社会や将来につなぎ、必要に応じて振り返ることにより、主体的に学

びに向かう力を育て、自己のキャリア形成に生

かすことが可能となるとともに、特別活動や各

教科等における指導の改善にも寄与することが

期待されている。また、小・中・高等学校やその

後の進路も含め、学校段階を越えて活用できる

ようなものとなるよう工夫しつつ、各地域の実

情に合わせたカスタマイズや、各学校や学級に

おける創意工夫を生かした形での活用が可能な

ものとなるよう検討すべきとされている。 

②②  目目的的  

小学校、中学校、高等学校学習指導要領、及び特別支援学校学習指導要領に「キャリア・パス 

ポート」の活用については明記されている。例えば、中学校の場合は以下のとおりである。 

  （前略）生徒が学ぶことの意義を実感できる環境を整え、一人一人の資質・能力を伸ばせる

ようにしていくことは、教職員をはじめとする学校関係者はもとより、家庭や地域の人々も含

め、様々な立場から生徒や学校に関わる全ての大人に期待される役割である。幼児期の教育及

び小学校教育の基礎の上に、高等学校以降の教育や生涯にわたる学習とのつながりを見通しな

がら、生徒の学習の在り方を展望していくために広く活用されるものとなることを期待して、

ここに中学校学習指導要領を定める。        〔中学校学習指導要領 総則 前文〕 

 

 （前略）生徒が学習の見通しを立てたり学習したことを振り返ったりする活動を、計画的に

取り入れるように工夫すること。  〔中学校学習指導要領 第１章総則 第３の１の（４）〕 

 

 (２) ２の(３)の指導に当たっては、学校、家庭及び地域における学習や生活の見通しを立

て、学んだことを振り返りながら、新たな学習や生活への意欲につなげたり、将来の生き方を

考えたりする活動を行うこと。その際、生徒が活動を記録し蓄積する教材等を活用すること。 

〔中学校学習指導要領 第５章特別活動 第２〔学級活動〕 ３内容の取扱い〕 

などを踏まえて「キャリア・パスポート」の目的を以下のように整理する。 

① 小学校から高等学校を通じて、児童生徒にとっては、自らの学習状況やキャリア形成を見

通したり、振り返ったりして、自己評価を行うとともに、主体的に学びに向かう力を育み、

自己実現につなぐもの。 

② 教師にとっては、その記述をもとに対話的に関わることによって、児童生徒の成長を促し、

系統的な指導に資するもの。 

      ③③  定定義義    

     「キャリア・パスポート」とは、 

児童生徒が、小学校から高等学校までのキャリア教育に関わる諸活動について、特別活動の

学級活動及びホームルーム活動を中心として、各教科等と往還し、自らの学習状況やキャリア

形成を見通したり振り返ったりしながら、自身の変容や成長を自己評価できるよう工夫された

ポートフォリオのことである。 

なお、その記述や自己評価の指導にあたっては、教師が対話的に関わり、児童生徒一人一人

の目標修正などの改善を支援し、個性を伸ばす指導へとつなげながら、学校、家庭及び地域に

おける学びを自己のキャリア形成に生かそうとする態度を養うよう努めなければならない。 

〔「『キャリア・パスポート』の様式例と指導上の留意事項」平成 31年３月 文部科学省〕 

  

「振り返り」「見通し」の 

繰り返しが大切なんだ！ 

（出典：「キャリア・パスポートって何だろう？」 平成30年5月 
    文部科学省 国立教育政策研究所生徒指導・進路指導研究 
    センター） 
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④④  内内容容    

「キャリア・パスポート」の内容については、次のように示されている。 

  （前略）こうした教材については、小学校から高等学校卒業（特別支援学校を含む。以下

同じ。）まで、その後の進路も含め、国や都道府県教育委員会等が提供する各種資料等を活用

しつつ、各地域・各学校における実態に応じ、学校間で連携しながら、柔軟な工夫を行うこ

とが期待される。                   〔学習指導要領解説 特別活動編〕 

このように、都道府県教育委員会等、各地域・各学校で柔軟にカスタマイズされることを前提

とする。具体的には、次の内容とすることが考えられる。 

① 児童生徒自らが記録し、学期、学年、入学から卒業までの学習を見通し、振り返るとと

もに、将来への展望を図ることができるものとすること。 

② 学校生活全体及び家庭、地域における学びを含む内容とすること。 

③ 学年、校種を越えて持ち上がることができるものとすること。 

④ 大人（家族や教師、地域住民等）が対話的に関わることができるものとすること。 

⑤ 詳しい説明がなくても児童生徒が記述できるものとすること。 

⑥ 学級活動・ホームルーム活動で「キャリア・パスポート」を取り扱う場合には、その内

容及び実施時間数にふさわしいものとすること。 

⑦ カスタマイズする際には、保護者や地域などの多様な意見も参考にすること。 

⑧ 通常の学級に在籍する発達障がいを含む障がいのある児童生徒については、児童生徒の

障がいの状態や特性及び心身の発達の段階等に応じて指導すること。また、障がいのある

児童生徒の将来の進路については、幅の広い選択の可能性があることから、指導者が障が

い者雇用を含めた障がいのある人の就労について理解するとともに、必要に応じて、労働

部局や福祉部局と連携して取り組むこと。 

⑨ 特別支援学校においては、個別の教育支援計画や個別の指導計画等により「キャリア・パ

スポート」の目的に迫ることができると考えられる場合は、児童生徒の障がいの状態や特

性及び心身の発達の段階等に応じた取組や適切な内容とすること。 

⑤⑤  指指導導上上のの留留意意点点とと管管理理  

① キャリア教育は学校教育活動全体で取り組むことを前提に、「キャリア・パスポート」

やその基礎資料となるものの記録や蓄積が、学級活動・ホームルーム活動に偏らないよう

に留意すること。 

② 「キャリア・パスポート」は、学習活動であることを踏まえ、日常の活動記録やワーク

シートと同様に指導上の配慮を行うこと。 

③ 「キャリア・パスポート」を用いて、大人（家族や教師、地域住民等）が対話的に関わ

ること。 

④ 個人情報を含むことが想定されるため「キャリア・パスポート」の管理は、原則、学校

で行うものとすること。 

⑤ 学年、校種を越えて引き継ぎ指導に活用すること。 

⑥ 学年間の引き継ぎは、原則、教師間で行うこと。 

⑦ 校種間の引き継ぎは、原則、児童生徒を通じて行うこと。 

⑧ 装丁や表紙等についても、設置者において用意すること。その際には、一定の統一性が

保たれるよう工夫すること。  

   これはあくまでも学級・ホームルーム活動の内容（３）「一人一人のキャリア形成と自己実現」

で想定される大まかな活動の流れを例示したものである。なお、学習指導要領解説特別活動編を必

ず確認して指導に当たることとする。 
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※「徳島県キャリア教育推進指針Ⅲ」をはじめ、国や徳島県のキャリア教育に関する最新情報は、

総合教育センターＷｅｂサイトで確認してください。 

    https://www.tokushima-ec.ed.jp/kyariakyouiku 
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 ・（※１）「小学校・中学校・高等学校 キャリア教育推進の手引－児童生徒一人一人の勤労観、

職業観を育てるために－」 平成18年11月 文部科学省 

 ・（※２）「今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方について」（答申） 

平成23年１月  中央教育審議会 

 ・（※３）「小学校キャリア教育の手引き（改訂版）」 平成23年５月 文部科学省 
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 ・（※９）「高等学校学習指導要領」 平成30年３月 文部科学省 

  ・ （※10） 「『キャリア・パスポート』の様式例と指導上の留意事項」 平成31年３月 文部科学省 

 ・（※11）「小学校キャリア教育の手引き」 令和４年３月 文部科学省 

 ・（※12）「中学校・高等学校キャリア教育の手引き」 令和５年３月 文部科学省 
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ⅢⅢ  生生涯涯学学習習  
 

１１  ななぜぜ生生涯涯学学習習社社会会をを目目指指すすののかか  

  「人生100年時代」、「超スマート社会（Society 5.0）の到来」、 「ＤＸの社会実装の加速」など、社

会が急激な変化を続けるＶＵＣＡ （変動性・不確実性・複雑性・曖昧性）の時代にあって、一人一人

が変化を前向きに受け止め、未来の社会を自立的に生き、個人の幸福（ウェルビーイング）を実現

していくことが求められている。特に近年は、生成ＡＩの利活用が社会の共通基盤となり、産業構

造や働き方の本質的な変容が進む中で、個人のリスキリング（学び直し）や高度なスキルアップの

必要性はかつてないほど高まっている。こうした状況を踏まえると、学校教育を終えた後も生涯に

わたり、新たな知識や技能、教養を主体的にアップデートし続けていくことが不可欠である。また、

出産や子育て、介護など、多様なライフステージに応じた活躍支援や、若者の主体的な社会参画の

観点からも、社会人の学び直し（リカレント教育）の強化・推進がより一層重要となっている。加

えて、地域における学びの場の質の向上や、メタバース等の先端技術を活用したオンライン学習機

会の定着など、誰もがアクセス可能な柔軟な学習環境の構築も重要な視点となっている。   

2006年（平成18年）12月改正の教育基本法第３条において、「国民一人一人が、自己の人格を磨き、

豊かな人生を送ることができるよう、その生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所におい

て学習することができ、その成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならな

い。」として、生涯学習の理念が明記された。また、推進期間の後半を迎えた「第４期教育振興基本

計画」（2023年６月閣議決定）においても、「子供や若者、社会人、高齢者など、年齢を問わず学び続

け、生涯学習を通じて自らの向上や地域や社会への貢献の意欲をもち、当事者として地域社会の担

い手となる人を尊重する社会」の実現が掲げられ、社会教育が果たす役割の大きさが再認識されて

いる。国民一人一人が生涯を通じて学ぶことのできる環境の持続的な整備、個別最適な学習機会の

提供、さらに学習成果がデジタル証明（デジタルバッジ）等によって適切に可視化・評価され、そ

れを生かして多様な分野で活躍できる仕組みづくりなど、生涯学習社会の深化に向けた実効性のあ

る取組が求められている。    

 

２２  生生涯涯学学習習・・社社会会教教育育ををめめぐぐるる現現状状・・課課題題  

  ((11))  社社会会的的包包摂摂のの実実現現  

  ① 地域の多様な人たちが相互に理解し合い共生できる環境をつくっていく上で、社会教育は極めて

重要な役割を果たすことが期待されている。特に、社会的孤立の防止に向け、誰もが「居場所」を

実感し、他者とのつながりの中でウェルビーイングを実感できる場づくりが求められている。 

  ② 高齢者や外国人、障がいのある方等、様々な理由で困難を抱える人たちに対し、知識や技能を習

得する機会を充実するなど、社会教育における誰一人として取り残すことのない学習機会の拡充が

重要である。 

 

  ((22))  人人生生110000年年時時代代とと生生涯涯学学習習・・社社会会教教育育  

  ① マルチステージの人生においては、必要な時に必要な学びを通じ成長し、心身の健康を保持しな

がら活動できることが求められる。また、職場や職種の転換を経験する機会も増える可能性が高ま

るため、必要な資質・能力等を更新できる学びの場が重要である。 


	校正0306フレッシュ研修初任者研修しおりR8【原本】.pdf

